
介護支援専門員資質向上事業実施要綱 新旧対照表（実務研修に係る部分の一部抜粋） 

改正後 現行 
（別紙） 

介護支援専門員資質向上事業実施要綱 

１ 目的 

要介護者等ができる限り住み慣れた地域で、最期まで尊厳をもって自分らしい自立した

日常生活を送るためには、医療・介護・予防・住まい・生活支援といった多様なサービス

が一体的に提供されるとともに、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら要介

護者等を支援できるよう、適切にケアマネジメントを行うことが重要である。その中核的

な役割を担う介護支援専門員について、その養成段階で行われる介護支援専門員実務研修

や現任者を対象とした研修等を体系的に実施することにより、介護保険制度の基本理念で

ある利用者本位、自立支援、公正中立等の理念を徹底し、専門職としての専門性の向上を

図ることにより、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントの実現に資すること

を目的とする。 

また、主任介護支援専門員については、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域課

題の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育成等の役割

を果たすことができる専門職の養成を図ることを目的とする。 

（以下、省略） 

 

（別紙） 

介護支援専門員資質向上事業実施要綱 

１ 目的 

要介護者等が可能な限り住み慣れた地域で、その人らしい、自立した生活を送るために

は、多様なサービス主体が連携をして要介護者等を支援できるよう、適切にケアマネジメ

ントを行うことが重要である。その中核的な役割を担う介護支援専門員について、その養

成段階で行われる介護支援専門員実務研修や現任者を対象とした研修等を体系的に実施す

ることにより、利用者本位、自立支援、公正中立等の理念を徹底し、その専門性の向上を

図ることにより、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントの実現に資すること

を目的とする。 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 
（別添１） 

介護支援専門員実務研修実施要綱 

１ 目的 

介護支援専門員として利用者の自立支援に資するケアマネジメントに関する必要な知識

及び技能を修得し、地域包括ケアシステムの中で医療との連携をはじめとする多職種協働

を実践できる介護支援専門員の養成を図ることを目的とする。 

 

２ 対象者 （略） 

 

３ 実施方法及び研修課程 

（１）基本的な考え方 

介護支援専門員は、法第７条第５項において、「要介護者又は要支援者（以下「要介

護者等」という。）からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切

な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着

（別添１） 

介護支援専門員実務研修実施要綱 

１．目的 

  介護支援専門員として必要な知識、技能を有する介護支援専門員の養成を図ることを目

的とする。 

 

 

２．対象者 （略） 

 

３. 実施方法及び研修課程 

（１）基本的な考え方 

   介護支援専門員は、法第７条第５項において、「要介護者又は要支援者（以下「要介

護者等」という。）からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切

な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着



型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型

サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介

護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立し

た日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第６

９条の７第１項の介護支援専門員証の交付を受けたもの」とされ、その養成課程である

介護支援専門員実務研修（以下「実務研修」という。）は、施行規則第１１３条の４第

１項において、「介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを

目的とし」て、同条第２項において、「居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護

予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容」と

すると定められているところである。 

したがって、実務研修の内容は、利用者の自立支援を図るために、アセスメントの重

要性を認識し、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の作

成、サービスの利用、モニタリングの実施等のいわゆる「ケアマネジメント」の過程に

沿った各段階で必要な視点や手法を修得するとともに、地域包括ケアシステムの中で医

療との連携をはじめとする多職種協働の手法を修得できるものでなければならない。 

 

（中略） 

 

４ 研修実施上の留意点 

（１）研修実施方法 

イ 実習における留意点 

実習先としては、特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整って

いる事業所で行うことが適切であり、主任介護支援専門員が配置されている事業所に

協力してもらうことが適当である。 

実習に当たっては、一つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメン

トプロセスを経験することが効果的であり、アセスメントからモニタリングまでの一

連のケアマネジメントプロセス（同行等による利用者の居宅訪問、サービス担当者会

議開催のための準備や当該会議への同席も含む）を経験することが適当である。な

お、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できなか

った場合には、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議

事進行の方法等を説明することにより理解を促すこと。 

実習においては、事前に実習に係る対象者等の同意を得るとともに、特に対象者の

安全の確保や知り得た秘密の厳守について万全を期すよう受講者に周知徹底するこ

と。 

 

（以下、省略） 

 

型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型

サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介

護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立し

た日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第６

９条の７第１項の介護支援専門員証の交付を受けたもの」とされ、その養成課程である

介護支援専門員実務研修は、施行規則第１１３条の４第１項において、「介護支援専門

員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的とし」て、同条第２項にお

いて、「居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門

的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容」とすると定められているところで

ある。 

したがって、介護支援専門員実務研修の内容は、利用者の自立支援を図るために、アセ

スメントの重要性を認識し、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス

計画の作成、サービスの利用、モニタリングの実施等のいわゆる「ケアマネジメント」の

過程に沿った各段階で必要な視点や手法を修得できるものでなければならない。 

 

[以下、省略] 

 


